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【
問
合
せ
】

　
南
魚
沼
市
上
下
水
道
料
金
セ
ン
タ
ー
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※
掛
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い 

水
道
の
冬
じ
た
く
を
お
願
い
し
ま
す

【
問
合
せ・申
込
み
】

　
市
民
課 

国
保
年
金
係
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６
６
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平
成
31
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

人
間
ド
ッ
ク
費
用
補
助
金

冬
期
間
（
12
月
～
４
月
）
は
、
積
雪
の

た
め
検
針
を
行
い
ま
せ
ん
。こ
の
期
間
は
、

概
算
料
金
で
毎
月
請
求
を
し
ま
す
。

Ｑ
．
冬
期
概
算
料
金
と
は
？

Ａ
．
前
年
の
使
用
水
量
か
ら
推
計
し
た
料

金
で
す
。前
年
の
冬
期
間
使
用
水
量（
前

年
デ
ー
タ
が
な
い
場
合
は
、
直
近
の
使

用
水
量
）
か
ら
、
１
か
月
あ
た
り
の
水

量
を
認
定
し
ま
す
。
認
定
水
量
を
も
と

に
計
算
し
た
料
金
が
、
冬
期
概
算
料
金

で
す
。

Ｑ
．
冬
期
概
算
料
金
は
、
ど
う
す
れ
ば
わ

か
る
の
？

Ａ
．
１
月
上
旬
に
「
冬
期
認
定
通
知
書
」

を
郵
送
し
ま
す
。
内
容
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

Ｑ
．
冬
期
概
算
料
金
の
変
更
は
可
能
な

の
？

Ａ
．
可
能
で
す
。
認
定
水
量
と
実
際
の
使

用
水
量
に
大
き
な
差
が
あ
る
場
合
や
、

使
用
人
数
の
増
減
な
ど
で
使
用
水
量
の

変
動
が
予
想
さ
れ
る
場
合
は
、
自
分
で

認
定
水
量
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。
希
望
す
る
人
は
、
南
魚
沼
市
上
下

水
道
料
金
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
で
、

対
象
条
件
を
満
た
し
、
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
す
る
人
に
補
助
金
（
償
還
払
い
）
を
支

給
し
ま
す
。

人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
前
に
、
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
み
後
に
、
請
求
方
法
を
記
載
し
た

通
知
を
送
付
し
ま
す
。

対
象
条
件
（
す
べ
て
満
た
す
こ
と
）

・
市
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し

て
い
る

・
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

・
平
成
31
年
度
の
住
民
健
診
を
受
診
し
な

い
（
住
民
健
診
と
重
複
し
た
場
合
、
補

助
金
の
支
給
は
で
き
ま
せ
ん
）

対
象
受
診
期
間

　

平
成
31
年
４
月
～
32
年
３
月

補
助
金
額　
１
０
，
０
０
０
円

締
切
り　
平
成
31
年
５
月
31
日
㈮

申
込
み　
市
民
課 

国
保
年
金
係
、
大
和
・

塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

※
電
話
受
付
は
、
市
民
課 

国
保
年
金
係

の
み

人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
費
用
は
、
住
民
健

診
に
比
べ
て
高
額
で
す
。

人
間
ド
ッ
ク
の
費
用
や
基
本
検
査
・
オ

Ｑ
．
冬
期
概
算
料
金
の
精
算
は
い
つ
？

Ａ
．
６
月
で
す
。
来
年
５
月
に
検
針
を
再

開
し
、６
月
に
精
算
を
し
ま
す
。５
月
の

検
針
ま
で
に
転
居
な
ど
で
閉
栓
す
る
場

合
は
、そ
の
と
き
に
精
算
と
な
り
ま
す
。

精
算
料
金
は「
冬
期
精
算
通
知
書
」を
郵

送
し
ま
す
。内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
実
際
の
使
用
水
量
で
料
金
を
支
払
う

に
は
？

Ａ
．
自
分
で
水
道
メ
ー
タ
ー
を
検
針
し
、

報
告
す
る
「
自
主
検
針
」
が
必
要
で
す
。

希
望
す
る
人
は
、
南
魚
沼
市
上
下
水
道

料
金
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

凍
結
に
よ
る
漏
水
に
注
意
を

倉
庫
や
作
業
所
、地
区
の
集
会
所
な
ど
、

水
道
の
利
用
が
少
な
い
施
設
な
ど
は
注
意

が
必
要
で
す
。
定
期
点
検
を
行
い
、
漏
水

を
防
い
で
く
だ
さ
い
。

長
期
間
水
道
を
使
用
し
な
い
と
き
は
、
休

止
手
続
き
を

休
止
と
再
開
の
手
続
き
に
は
、
手
数
料

が
そ
れ
ぞ
れ
５
０
０
円
必
要
で
す
が
、
休

止
期
間
中
は
水
道
料
金
が
発
生
し
ま
せ

ん
。

南
魚
沼
市
上
下
水
道
料
金
セ
ン
タ
ー
の
営

業
時
間

月
～
土
曜
日
は
午
前
８
時
30
分
～
午
後

６
時
、
日
曜
日
は
午
前
９
時
～
正
午
、
営

業
し
て
い
ま
す
。

プ
シ
ョ
ン
検
査
の
内
容
は
、
受
診
を
希
望

す
る
健
診
機
関
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。【

問
合
せ
】環
境
交
通
課
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冬
の
交
通
事
故
防
止
運
動

12
月
11
日
㈫
～
20
日
㈭
ま
で
「
冬
の
交

通
事
故
防
止
運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

ス
ロ
ー
ガ
ン

「
冬
の
道 

ゆ
と
り
と
マ
ナ
ー
で 

減
ら
す

事
故
」

運
動
の
重
点

・
飲
酒
運
転
の
根
絶

・
横
断
歩
行
者
の
保
護

・
冬
道
の
安
全
走
行

飲
酒
運
転
は
、
運
転
者
本
人
、
同
乗
者
、

酒
の
提
供
者
が
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
る
だ
け

で
な
く
、
被
害
者
や
そ
の
家
族
の
人
生
を

大
き
く
狂
わ
せ
ま
す
。「
飲
酒
運
転
を
絶

対
に
し
な
い
、
さ
せ
な
い
、
許
さ
な
い
」

を
徹
底
し
、
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
ま
し
ょ

う
。


